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段階 対　象　者 割　合 保険料（年額）

1 本人及び世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入金
額との合計が 80万円以下である方 基準額× 0.30 22,680 円

2 本人及び世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入金
額との合計が 120万円以下である方 基準額× 0.50 37,800 円

3 本人及び世帯全員が町民税非課税で、第 2段階以外の方 基準額× 0.70 52,920 円

4 町民税課税世帯で本人が町民税非課税の方で、合計所得金額と課税年
金収入金額との合計が 80万円以下である方 基準額× 0.90 68,040 円

5 町民税課税世帯で本人が町民税非課税の方で、第４段階以外の方 1.00（基準額） 75,600 円

6 本人が町民税課税者で、合計所得金額が 120万円未満の方 基準額× 1.20 90,720 円

7 本人が町民税課税者で、合計所得金額が 120万円以上 210万円未満
の方 基準額× 1.30 98,280 円

8 本人が町民税課税者で、合計所得金額が 210万円以上 320万円未満
の方 基準額× 1.50 113,400 円

9 本人が町民税課税者で、合計所得金額が 320万円以上の方 基準額× 1.70 128,520 円

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

　

町
が
徴
収
す
る
65
歳
以
上
の
方

（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
介
護
保

険
料
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
は
、
国
・
県
・

町
が
負
担
す
る
公
費
と
、
皆
さ
ん

が
納
付
す
る
介
護
保
険
料
を
財
源

と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
介

護
保
険
料
は
、
３
年
毎
に
計
画
を

見
直
し
、
基
準
額
が
決
め
ら
れ
ま

す
。
令
和
５
年
度
は
第
８
期
（
令

和
３
〜
５
年
度
）
保
険
料
で
す
。

　

被
保
険
者
及
び
そ
の
世
帯
の
町

民
税
の
課
税
状
況
、
ま
た
被
保
険

者
の
収
入
・
所
得
状
況
に
よ
っ
て

段
階
別
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
段
階
の
対
象
者
と
保
険
料
（
年

額
）
に
つ
い
て
は
下
の
表
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
７
月
中
旬
頃
に
保
険

料
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【介護保険料は何歳から納めるの？】
介護保険料は満 40歳から徴収が始まり、生涯を通じて納めます。

満 40歳から満 64歳までの方（第２号被保険者）の保険料は、加入
している医療保険の保険料に上乗せして徴収されています。満 65歳
以上の方の介護保険料は市区町村が徴収しています。

【介護保険料の納め方】
　介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の２種類です。

●特別徴収
　年金が年額18万円以上の方は、介護保険料の年額を 6回に分けて
年金から引き落とします。
　ただし、年度途中で資格取得された方（65歳になられた方や転入
された方等）は、年金が年額 18万円以上であっても特別徴収の手続
が完了するまでの間は、普通徴収となります。

●普通徴収：年金が年額 18万円未満の方は、窓口納付か口座振替に
よります。
　次のいずれかの方法で介護保険料の年額を 8回に分けて毎月納付し
ていただきます。
①町が送付する納付書（納入通知書）により、役場・各金融機関の窓
口やコンビニエンスストアで納付する方法
②銀行等の金融機関口座から介護保険料を引き落とす方法

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
予
定
が
な
く
て
も
、
介
護
保

険
料
は
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
き
る
よ
う
に
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
…

　

督
促
や
催
告
が
行
わ
れ
ま
す
。

●

１
年
以
上
滞
納
す
る
と
…

　

利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
っ

た
ん
全
額
自
己
負
担
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
後
日
、
申
請
に
よ

り
保
険
給
付
分
（
費
用
の
９
割
）

が
支
払
わ
れ
ま
す
。

●

１
年
６
か
月
滞
納
す
る
と
…

　

利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
を
一
旦

全
額
自
己
負
担
し
ま
す
。
保
険
給

付
分
の
払
い
戻
し
を
申
請
し
て

も
、
一
部
ま
た
は
全
部
が
差
し
止

め
ら
れ
ま
す
。

●

２
年
以
上
滞
納
す
る
と
…

　

利
用
者
負
担
の
割
合
が
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
は
支
給
さ
れ
な
く
な

り
ま
す
。

●

介
護
認
定
申
請
を
し
て
も
…

　

未
納
分
の
保
険
料
を
納
め
る
ま

で
は
申
請
事
務
が
進
め
ら
れ
ず
、

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い
時
に
受
け

ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

●問い合わせ先　福祉こども課　☎ 62–2210

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

高齢受給者証・後期高齢者被保険者証を更新します
　国民健康保険に加入されている 70歳～ 74歳の方に交付している「高齢受給者証」及び後期高齢者医療保
険に加入されている 75歳以上の方に交付している「後期高齢者医療被保険者証」が、８月１日に更新とな
りますことから、新しい「受給者証」または「被保険者証」を７月下旬に郵送します。
　８月１日以降に医療機関等を受診するときには、必ず新しい受給者証、被保険者証を提示してください。
なお、有効期限切れとなった受給者証、被保険者証は、税務町民課の窓口までお持ちください。

●問い合わせ先　税務町民課　☎ 62-2114

●問い合わせ先　税務町民課　☎ 62-2112

区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
令和４年度 令和 5年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 4年度 令和 5年度

所得割 6.27％ 6.27％ 2.25％ 2.25％ 1.99％ 1.99％
均等割 20,700 円 20,700 円 7,000 円 7,000 円 8,900 円 8,900 円
平等割 15,000 円 15,000 円 5,600 円 5,600 円 4,500 円 4,500 円

課税の限度額 65 万円 65万円 20万円 22 万円 17 万円 17万円

※介護分は 40歳以上 65歳未満の方のみ。

区分
軽減対象者の要件（世帯の所得額）

令和４年度 令和 5年度

７割軽減 43 万円＋ 10万円
×（給与所得者等（※ 1）の数 -1）以下の世帯 改正無し

５割軽減 43 万円＋ 28万 5千円×（被保険者数）＋ 10万
円×（給与所得者等（※ 1）の数 -1）以下の世帯

43万円＋ 29 万円×（被保険者数）＋ 10万円×
（給与所得者等（※ 1）の数 -1）以下の世帯

２割軽減 43 万円＋ 52 万円×（被保険者数）＋ 10万円×
（給与所得者等（※ 1）の数 -1）以下の世帯

43万円＋ 53 万５千円×（被保険者数）＋ 10万
円×（給与所得者等（※ 1）の数 -1）以下の世帯

　

町
で
は
、
福
島
県
か
ら
示
さ
れ

た
交
付
金
等
の
額
や
標
準
保
険
料

率
を
参
考
に
税
率
を
検
討
し
た
結

果
、
令
和
５
年
度
の
税
率
に
つ
い

て
は
令
和
４
年
度
の
税
率
の
ま
ま

据
え
置
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
令
和
５
年
度
国
民
健
康

保
険
税
納
税
通
知
書
は
７
月
14
日

㈮
に
発
送
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
一

人
ひ
と
り
の
前
年
中
の
総
所
得
金

額
等
に
応
じ
て
「
医
療
分
・
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
・
介
護
分
」
の

３
つ
の
区
分
ご
と
に
金
額
を
算
出

し
、
世
帯
で
合
算
し
た
う
え
で
世

帯
主
に
賦
課
し
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
以
降
、
３
つ
の
区

分
の
う
ち
「
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
」
の
課
税
限
度
額
（
保
険
料
負

担
の
上
限
額
）
の
み
が
【
別
表

１
】
の
と
お
り
２
万
円
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

【別表１】

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯

の
所
得
額
（
世
帯
主
お
よ
び
国
保

加
入
者
の
所
得
の
合
計
額
）
に
応

じ
て
、
一
人
あ
た
り
に
課
さ
れ
る

均
等
割
額
と
、
一
世
帯
あ
た
り
に

課
さ
れ
る
平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

　

令
和
５
年
の
個
人
所
得
課
税
の

見
直
し
（
基
礎
控
除
、
所
得
控
除

額
の
変
更
等
）
に
伴
い
、
こ
の
軽

減
措
置
の
基
準
が
【
別
表
２
】
の

と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
町
税
の
納
付
書
に

印
刷
さ
れ
て
い
る
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で

読
み
取
り
、
支
払
う
方
法
（
電
子

決
済
）
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【別表２】

税
率
は
据
え
置
き

課
税
限
度
額
の
見
直
し

低
所
得
者
の
負
担
軽
減

Q
R
コ
ー
ド
決
済
に
対
応

※1…給与収入が55万円を超える、公的年金収入が60万円 (65歳未満 )又は125万円（65歳以上）を超える方のこと。
介
護
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う


